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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月21日(2014.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層の上に形成されて光を生成する活性層と、
　前記活性層の上に形成された第２導電型半導体層と、
　前記第２導電型半導体層の上に形成された透明電極層と、
　前記透明電極層の上に形成され、第１屈折率を有する第１薄膜層と、前記第１屈折率と
相異する第２屈折率を有する第２薄膜層が少なくとも１回反復的に積層された多重薄膜ミ
ラーを含み、
　前記第２導電型半導体層の厚さ（ｄ）は下記の＜数式１＞から導出されることを特徴と
する、発光素子。
２・Φ１＋Φ２＝Ｎ・２π±Δ、（０≦Δ≦π／２）　…＜数式１＞
　［ここで、前記Φ１は垂直方向の光が前記第２導電型半導体層を通過する時に発生する
位相変化であって、Φ１＝２πｎｄ／λ（ｎは前記光の屈折率、λは前記光の波長、ｄは
前記第２導電型半導体層の厚さ）であり、前記Φ２は前記光が前記透明電極層または前記
多重薄膜ミラーのうち、いずれか１つにより反射される時に発生する位相変化であり、前
記Ｎは自然数である。］
【請求項２】
　前記透明電極層または前記多重薄膜ミラーのうち、いずれか１つにより反射される時に
発生する位相変化（Φ２）は０゜であることを特徴とする、請求項１に記載の発光素子。
【請求項３】
　前記活性層の厚さはλ／ｎ以下であり、前記ｎは前記光の屈折率であり、前記λは前記
光の波長であることを特徴とする、請求項１または２に記載の発光素子。
【請求項４】
　前記透明電極層は、ＩＴＯ、ＩＺＯ（Ｉｎ－ＺｎＯ）、ＧＺＯ（Ｇａ－ＺｎＯ）、ＡＺ
Ｏ（Ａｌ－ＺｎＯ）、ＡＧＺＯ（Ａｌ－Ｇａ　ＺｎＯ）、ＩＧＺＯ（Ｉｎ－Ｇａ　ＺｎＯ
）、ＩｒＯｘ、ＲｕＯｘ、ＲｕＯｘ／ＩＴＯ、Ｎｉ／ＩｒＯｘ／Ａｕ及びＮｉ／ＩｒＯｘ

／Ａｕ／ＩＴＯのうち、少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項１乃至３のいず
れかに記載の発光素子。
【請求項５】
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　前記多重薄膜ミラーの前記第１薄膜層の厚さは（２ｍ＋１）・λ／４ｎ１±Δ１であり
、Δ１≦λ／８ｎ１であり、前記第２薄膜層の厚さは（２ｍ＋１）・λ／４ｎ２±Δ２で
あり、Δ２≦λ／８ｎ２であり、
　ここで、前記ｎ１は前記第１薄膜層の第１屈折率であり、前記ｎ２は前記第２薄膜層の
第２屈折率であり、前記λは光の波長であり、ｍは自然数であることを特徴とする、請求
項１乃至４のいずれかに記載の発光素子。
【請求項６】
　前記第１薄膜層及び第２薄膜層は、酸化物、窒化物、または弗化物系列の化合物のうち
のいずれか１つで形成されたことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれかに記載の発光
素子。
【請求項７】
　前記第１薄膜層はＴｉＯ２で形成され、前記第２薄膜層はＳｉＯ２で形成されたことを
特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の発光素子。
【請求項８】
　前記第１薄膜層の前記第１屈折率は前記透明電極層の屈折率及び前記第２薄膜層の第２
屈折率より大きいか、前記透明電極層の屈折率及び前記第２薄膜層の第２屈折率より小さ
いことを特徴とする、請求項１乃至７のいずれかに記載の発光素子。
【請求項９】
　前記第１半導体層は基板の上に形成されることを特徴とする、請求項１乃至８のいずれ
かに記載の発光素子。
【請求項１０】
　前記第１半導体層の上に第１電極が形成され、前記透明電極層の上に第２電極が形成さ
れたことを特徴とする、請求項１乃至９のいずれかに記載の発光素子。
【請求項１１】
　前記多重薄膜ミラーは前記第１電極及び第２電極と垂直方向でオーバーラップしないよ
うに形成されることを特徴とする、請求項１０に記載の発光素子。
【請求項１２】
　胴体と、
　前記胴体に設置された第１電極層及び第２電極層と、
　前記胴体に設置されて前記第１電極層及び前記第２電極層に電気的に連結される請求項
１乃至１１のうちのいずれか１つに記載された発光素子と、
　前記胴体の上に前記発光素子を囲むモールディング部材と、を含むことを特徴とする、
発光素子パッケージ。
【請求項１３】
　発光素子を光源として使用する照明システムであって、
　前記照明システムは、基板と、前記基板の上に設置された少なくとも１つの発光素子を
含み、
　前記発光素子は請求項１乃至１１のうちのいずれか１つに記載された照明システム。
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